
 

 

平成２９年１０月３１日 

こども家庭課児童虐待対策係 

 担当：永岡   （内線 2871） 

担当：吉村、平野（内線 2883） 

0742-27-8605(ダイヤルイン)  

平成２８年度の奈良県における児童虐待の状況について 

 
（１）平成２８年度における児童虐待相談への対応件数 

県こども家庭相談センターの対応件数   １，４６７件（対前年比５．７％減） 

注）「対応件数」とは、県及び市町村が受付けた児童虐待相談に対して行った対応（助言指導や措置等）の件数（厚

生労働省大臣官房統計情報部 「福祉行政報告例」に基づく）。平成２８年度の市町村における児童虐待相談対応

件数は２,４１１件（県こども家庭相談センターの対応件数と重複あり）。  

 

（２）平成２８年度に虐待を受けた又はそのおそれがあるとして、 

県又は市町村が支援等の対象とした児童数 ４，６３２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別添資料＞ 

・資料１   【表】奈良県の児童虐待相談対応件数の推移（こども家庭相談センター受付） 

・資料２   【表】奈良県の児童虐待相談対応件数の推移（市町村受付） 

 ・資料３－１ 【グラフ】奈良県の児童虐待相談件数の推移 

 ・資料３－２ 【グラフ】平成２８年度 児童虐待相談の状況について（こども家庭相談センター受付） 

 ・資料３－３ 【グラフ】平成２８年度 児童虐待相談の状況について（市町村受付） 

＜対応件数の内訳＞ 

○ 県こども家庭相談センターの対応件数は、平成２７年度から減少（８８件減、５．７％減）。 

○ 虐待種別のうち「心理的虐待」が６７３件（４５．８％）と、平成２７年度と同様に高い

割合を示している。これは児童の面前で起きたＤＶ等が「心理的虐待」として通告されて

いる件数が依然として多いためと考えられる。また「経路」では「警察等」（４５２件、

３０．８％）及び「近隣知人」（２９７件、２０．２％）が高い割合を示しているが、警

察による積極的な通告が増えたほか、児童虐待防止に関する啓発活動の積み重ねを通じて

社会的認知が高まっていることが背景にあると考えられる。また「ネグレクト」（４１４

件、２８．２％）が７０件増（２０．３％増）と増加率が大きく、「身体的虐待」（３５

１件、２３．９％）の件数を超える結果となっている。 

○ 被虐待児の年齢内訳では、「小学生」（５１０件、３４．７％）の割合が最も高い傾向は

変わりない。しかし「０～３歳未満」（３０４件、２０．７％）と「３歳～学齢前児童」

（３４８件、２３．７％）を合わせると全体の４４．４％を占めるようになり、就学前の

児童における虐待件数の割合が、前年度（４０．５％）よりも高まっている。 

○ 「主な虐待者」においては、「実父」及び「実母」を含めた「実親」による虐待が、全体

の約９割を占めており、前年度と同様の傾向がみられる。 

○ 市町村の対応件数は、平成２７年度より４０７件増（２０．３％増）と大幅に増加し、過

去最多件数となった。前年度と比較し「心理的虐待」（１０５２件、４３．６％）と「ネ

グレクト」（８１２件、３３．６％）の件数が、それぞれ３０１件増（４０．１％増）、

９９件増（１３．９％増）となる等、市町村の虐待対応の負担が増加している状況にある。 

○ 県こども家庭相談センターでの相談対応件数が減少し、市町村での相談対応件数が増加し

た一因として、市町村が身近な相談窓口として、県民の方々の認知度が高まってきたこと

や、虐待リスクの重症度から事案を担当する県こども家庭相談センターと市町村の役割分

担が定着化してきたことが考えられる。 

報道資料 


